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【発表概要】 

”中国の実用新案は個人出願人によるものがほとんどで把握が難しい！”など誤解

も多い。中国国家知識産権局（SIPO、以下、中国特許庁と呼ぶ）の有効実用新案ラ

ンキングなど統計データが公表されているが、データが正確とは言えない面もある。中

国の実用新案について個人出願人の動向、審査経過情報や中国特許庁統計データ

を解析することでライセンス、質権設定などの情報、および二重出願の実態について

調べた。 
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1. はじめに 
中国の実用新案は、内国出願人がほ

とんどであり、個人出願人の比率も高く、

発明特許と同様に急激な出願増加を示

していることは中国特許庁の統計資料か

らも明らかになっている。 
各種の情報が発信されているにも拘

わらず、中国の実用新案に関する様々

な誤解も生じている。その１つは、中国の

発明特許・実用新案は１国出願がほとん

どで他国出願がなく、従ってファミリーが

ないので把握しがたい、というもの。また、

個人出願人が多いので、これまた把握

が難しい、というものである。 
さらに、発明特許と実用新案が同時に

出願できるという中国の特許制度は２００

９年の第３次改正で若干修正されたもの

の、実用新案が早期権利化されることを

利用して、数こそ少ないが活用されてい

る。しかし、総論的（理論的）な紹介はい

くつかみられるものの、その実態は充分

には明らかにされているとは言い難い。 
本報告により、これら中国の実用新案

の一端を、①個人出願人の動向、②二

重出願の実態で明らかにすることにより、

様々な誤解の解消につながれば幸いで

ある。 
 
2. 検討内容 

中国の実用新案の商用英語データベ

ースにおける収録状況を示し、法人・個

人出願人比率から個人出願人の占める

推移を示すと共に、商用英語データベ

ースでは求めることが難しい現在生きて

いる実用新案（有効実用新案）について

の個人ランキングを中国特許データベ

ース CNIPR の簡易解析機能などを利

用して求めた。 
さらに、中国特許庁審査経過情報検

索ページや中国特許庁統計データを解

析することでライセンス、質権設定などの

情報、および二重出願の実態について

調べた。 
 
3. 検討結果 
3-1．中国実用新案の出願実態と商用

英語データベースの収録 
中国の実用新案を英語データベース

で調査しようとする場合、手軽には中国

特許庁英語データベースか espacenet
となるが、中国特許庁英語データベース

には書誌情報は収録されているものの

抄録は収録されていない。商用英語デ

ータベースにおいても２００９年までは

DWPI や QPAT（Orbit.com）、

PatBase など主要なデータベースにも

実用新案は収録されていなかったが、２

０１０年以降はこれら主要データベース

の他、espacenet の元となっている

DOCDB をベースとする国内ベンダー

各社が提供するデータベースにも収録さ

れるようになった（一部データベースには

未だ中国実用新案が収録されていない

ものもある）。これら商用英語データベー

スにおける中国実用新案の抄録収録状

況を調べた。 
この収録状況から中国の実用新案と

いえども発明特許と同様に、また欧米や

日本特許と同様に、少なくとも抄録の検

索が（多くは機械翻訳ではあるが）問題

なく検索できることがわかる。DWPI など

一部のデータベースでは人手翻訳され

ていたり、各種コードで効率的な検索が

できるなどのメリットもあるが、汎用のデー

タベースでもこれら収録結果をみる限り、

ファミリーのない中国１国のみの出願で

も逃すことはないのである。最近ではいく

つかのデータベースに実用新案の全ク

レームや全文まで検索できるものも増え

てきている。 
また、実務では、商用英語データベー

スにおける検索漏れを補完するために

CNIPR データベースが利用されている

が、商用英語データベースの中にも英
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語データベースと共に各国原語（中国の

場合には中国語）データを収録し、検索

精度を上げる試みがハイブリッド検索シ

ステムとして現れてきたことについては昨

年の INFOPRO2011 で紹介した 1)。 
 

3-2．中国実用新案における個人出願

人の実態 
1)実用新案における法人／個人出願比

率 
中国の積極的なイノベーション政策も

寄与して実用新案における個人出願人

が占める比率が高いことは事実である。

それが「中国実用新案では個人出願人

がほとんどで把握することが難しい」とい

うまでの誤解を生じている。２０００年から

２０１１年発行日ベースでの法人／個人

出願比率の推移を図１に示した。 
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図１ 中国出願 法人･個人比率 

 
２００８年までは実用新案の個人出願

比率が５０％を超えていたが（この点だけ

でもすごいことであるが）、２００９年以降

は法人の方が上回っており、「個人出願

人がほとんど」というのは誤解であること

がわかる。 
 

2) 個人出願人ランキング 
 特に、中国１国出願がほとんどであ

る実用新案においては、英語データベ

ースにおける中国出願人などの異表

記のゆれが多いことを考慮すると英

語データベースだけで調査をすると

漏れが生じるのも事実である。但し、

これは中国の「個人出願人」の問題で

はなく、中国出願人の英語表記のばら

つきの多さ、データの欠落という英語

データベース特有の事情が、１つの英

語データベースだけで調査しきれな

い要因となっている。2) 3) 
 従来の欧米の特許調査では、英語デ

ータベース１つあれば調査が可能で

あったが、中国をはじめとするアジ

ア・新興国の特許調査においては、そ

れに加え、各国特許庁の原語データベ

ースでの補完が必要となってくる所

以である。「個人出願人だから把握し

がたい」、また、「中国実用新案は把握

しがたい」ということはないのである。

CNIPR データベースを必須の補完ツ

ールとして使えば全く問題はない。 
 中国実用新案における個人出願人

ランキングを有効実案ランキングと

して図２に示した（図中の出願人名は

簡体字のままとした）。 
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図２ 個人有効実案ランキング(2011) 
 
図２は、２０１１年時点における生き

ている（有効な）実用新案ランキング

を CNIPR の簡易解析機能を使ってラ
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ンキングを取得し、名寄せなどをして

示したものである。各種データベース

にも付属している解析機能でも検索

集合から出願人名などを抽出すると

図２のように、「王勇」さんなどは、 

「王 勇」とスペースが空いているよ

うなものでも別出願人としてカウン

トすることになってしまうので注意

が必要である。 
 有効実用新案出願人ランキングは、

中国特許庁の専利統計簡報（２０１１

年第７期）と同様に「中国国内企業」

「中国大学」「中国研究機関」「外国企

業」別にグラフ化したが詳細をここで

は触れない。このように CNIPR を利

用すれば個人出願人も容易に把握で

きる。 
CNIPR による中国語検索は、中国

語が理解できなくても WEB で提供さ

れている英語⇒中国語辞書を使えば

容易に中国語検索式を作成できるし、

検索結果も Google 翻訳ツールなどを

使えば技術の概略ぐらいは把握でき

る。英語データベースと中国語（原語）

データベースを併用して情報を得れ

ばほとんど中国語情報を読むことな

く、英語情報のみで中国特許調査がで

きることは別稿を参照されたい 2)。 
  
3-3．実用新案とライセンス 
 発明特許と実用新案のライセンス

状況をライセンス情報登録日基準で

カウントした推移を図３に示した。 
ライセンスについては発明特許よ

り実用新案の方が若干上回っている

ことがわかる。ライセンス情報につい

てもやはり中国特許庁の専利統計簡

報や 2006 年以降の統計情報が中国特

許庁から公表されており、実用新案の

内、個人がライセンスしている割合が

５０％を超えていることが示されて

いる。中国特許庁のライセンス情報を

実用新案の観点から詳細に解析した

結果については発表時に報告したい。 
 また、中国においても発明特許や実

用新案など知財権を元に資本を得る

目的で質権設定もできる。その数はラ

イセンスほどではないが利用されて

いる。その解析の詳細も発表時に示し

たい。 
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図３ 発明特許／実案ライセンス推移 
 
3-4．二重出願 
 発明特許と実用新案の二重出願に

関しては、第３次改正で同日に出願し

たものに限ると統一されたが、それ以

前では出願日が異なっても新規性が

損なわれない範囲で二重出願が可能

であった。 
また、二重出願した場合には、審査

の結果、発明特許が登録となる段階で

先に登録となった実用新案を放棄す

る必要がある（したがって、二重出願

した場合にはこの段階まで年金を納

付して生かしておかなければならな

い）。 
理論的には、審査の段階で発明特許

のクレームが実用新案と異なること

となった場合には、特許と実用新案の

両方を権利維持できるなどと紹介さ

れている 4) 。このような実例としてど

のようなケースがあるかなど、複雑と

なっている二重出願について成立要

件も含めて整理したので報告する。 
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 二重出願に基づく実用新案の放棄

（重複授権放棄）の推移を図４に示し

たが、２０１１年（12054 件）は２０

１０年（3692 件）の約３倍強の伸び

を示しており、２０１２年６月時点で

も約 7000 件と年末には 15000 件を超

す勢いである。上記のように発明特許

のクレームが変更になった場合には

重複授権放棄ということはないので、

二重出願数は、重複授権放棄数よりも

多いことになる。本報告では、二重出

願利用者のランキングなどの解析を

通じて、二重出願の実態についてさら

に明らかにする予定である。 
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図４ 重複授権放棄の推移 

 
4. おわりに 

中国の実用新案の実態を個人出願人、

ライセンスおよび二重出願の観点から見

てきた。発明特許や実用新案の維持年

数などには触れなかったが、中国国内

出願人の実用新案維持（年金納付）年

数は平均２，３年とされている（専利統計

簡報（２０１１年第７期））。これには発明

特許と同様、実用新案も一定数以上出

願すればハイテク認定により税制上の優

遇策（法人税率の軽減）などを受けられ

るということから、長期間維持する必要も

ない、とのことから、このような維持年数

になっているともされる点などの検証は

割愛した。 
したがって、ライフサイクルの短い製品

などについては発明特許ではなく、実用

新案で対応するなどの戦略を取り入れて

もいいのではないかと思われる。実用新

案での権利行使は、シュナイダー事件な

どが示すように決して発明特許にひけは

とらないのである。また、やはりここでは

詳述しないが、中国の実用新案を優先

権として（発明特許は出願せずに）外国

出願するケースも少なくないのである。

発表時に実例を示す。 
日本の各企業が中国の実用新案の実

態を把握することで出願戦略を含めた知

財戦略を見直すきっかけになれば幸い

である。 
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